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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの胴体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、
　弾性部材によって弾性的に支持されるモータが内装され、一方の側にモータを駆動させ
るためのスイッチを備える第１の胴体と、
　前記モータの回転軸に連結されてモータの駆動力を伝達する動力伝達部と、
　該動力伝達部に連結されて前記モータの駆動力によって回動するピニオンと、
　該ピニオンと噛合するラックを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合されて、前記ピ
ニオンの回動時に前記第１の胴体に対して滑動する第２の胴体及び、
　該第２の胴体の滑動動作が終了すると、これを感知して前記モータの駆動を制御する滑
動感知手段と、
を含んで構成され、
　前記動力伝達部は、相互に噛合する一対の部材からなり、相互に対向する状態で選択的
に結合され、
　前記一対の部材は、
　一方の側には前記モータの回転軸が連結され、他方の側には両側面にテーパーを有する
突起を形成された雄型カムと、
　前記雄型カムの突起と対応する溝が一方の側に形成されて、前記突起と前記溝の結合に
前記雄型カムを拘束させ、他方の側は前記ピニオンに連結されてともに回動する雌型カム
と、を含み、
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　前記弾性部材は、前記モータの駆動力より大きく、外力よりは小さい弾性を有するよう
になされて、前記第２の胴体の自動滑動時には拡張して駆動される前記モータを弾性的に
支持し、外力による手動滑動時には前記モータの回動を防止するように圧縮されることを
特徴とするスライド型携帯電話機。
【請求項２】
　前記雌型カムの溝は、一字状に１つだけ形成されることを特徴とする、請求項１に記載
のスライド型携帯電話機。
【請求項３】
　前記雌型カムの溝は、同一形状を有する２つの溝が十字状に相互に交差されて形成され
ることを特徴とする、請求項１に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項４】
　前記滑動感知手段は、前記第１の胴体と前記第２の胴体中の少なくともいずれかの一方
の側に設けられることを特徴とする、請求項１に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項５】
　前記滑動感知手段は、前記第１の胴体と前記第２の胴体にすべて設けられることを特徴
とする、請求項４に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項６】
　前記滑動感知手段は、２つの端子が相互に接触するとスイッチングされる接触式センサ
からなり、該センサのスイッチングによって前記第２の胴体の滑動終了動作を感知するこ
とを特徴とする、請求項５に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項７】
　前記センサは、
　前記第１の胴体の上端及び下端にそれぞれ設けられ、加圧によってスイッチングされる
スイッチ端子と、
　該スイッチ端子と対応するように前記第２の胴体の上端に設けられ、第２の胴体の滑動
動作が終了すると、前記スイッチ端子を加圧してスイッチ端子をスイッチングさせる微細
な突起状の接触端子と、
を含むことを特徴とする、請求項６に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項８】
　前記滑動感知手段は、２つの端子が相互に非接触で対向するとスイッチングされる非接
触式センサからなり、該センサのスイッチングによって前記第２の胴体の滑動終了動作を
感知することを特徴とする、請求項５に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項９】
　前記センサは、
　前記第１の胴体の上端及び下端にそれぞれ設けられて磁場が感知されると、スイッチン
グされるホール素子と、
　該ホール素子と対応するように前記第２の胴体の上端に設けられて磁場を発散し、前記
第２の胴体の滑動動作が終了すると、前記ホール素子と対向してホール素子をスイッチン
グさせるマグネットと、
を含むことを特徴とする、請求項８に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項１０】
　２つの胴体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、
　第１の胴体と、
　該第１の胴体に滑動可能に結合された第２の胴体と、
　前記第１の胴体に対して縦方向へ滑動する前記第２の胴体を制御するために前記第１の
胴体と第２の胴体中のいずれかの１つに配置されたモータを備え、該モータの過負荷、回
動回数、回動時間中の１つを感知することによって前記第２の胴体の滑動動作を自動的に
終了させるモータコントロール手段と、
を含んで構成され、
　前記モータコントロール手段は、前記モータから発生する逆起電力を感知することによ
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って前記モータを自動的に駆動させることを特徴とするスライド型携帯電話機。
【請求項１１】
　前記モータコントロール手段は、
　前記モータに結合された軸と、
　該モータの軸に結合された動力伝達部と、
　該動力伝達部に結合されて回動力によって回動されるピニオンと、
　該ピニオンとラックの動作により前記第１の胴体に対して滑動する前記第２の胴体に配
置されたラックと、
　該第２の胴体の滑動動作を終了させるために前記モータの過負荷を感知して前記モータ
を停止させる滑動感知手段と、
を含むことを特徴とする、請求項１０に記載のスライド型携帯電話機。
【請求項１２】
　２つの胴体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動方法において、
　前記第１の胴体に滑動可能に第２の胴体を結合するステップと、
　前記第１の胴体に対し縦方向へ滑動する前記第２の胴体を制御するために前記第１の胴
体と第２の胴体中のいずれかの１つにモータを配置するステップと、
　前記モータの過負荷、回動回数、回動時間及び前記モータに結合された軸の１つを感知
することによって前記第２の胴体の滑動動作を自動的に終了させるステップと、
を含んでなり、
　前記モータコントロール手段は、前記モータから発生する逆起電力を感知することによ
って前記モータを自動的に駆動することを特徴とするスライド型携帯電話機の滑動方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機に関し、より詳しくは、分離構成された２つの胴体が相互に対し
て自動及び手動によって滑動するスライド型携帯電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯電話機は、地域的に固定された加入者回線の一部を無線化して、サービス
領域内の一定半径内で使用可能な移動通信サービスを提供する端末機であり、既存の通信
サービスが線番号による固定された場所で使用される通信であるのに対して、携帯電話機
は線とは関係なく、ロジカル個人番号によって場所には制限されずに通話が可能である。
【０００３】
　かかる携帯電話機は、携帯が簡便で、かつ使用上の利便性によってその需要が爆発的に
増加しており、消費者の多様な欲求を充足するために小型化及び多機能化される趨勢にあ
る。
【０００４】
　通常、携帯電話機は、その形状によってキーパッドを露出されたバー型と、キーパッド
を覆いで遮蔽されたフリップ型、さらに、胴体が半分に折り畳まれるホルダ型と、に大別
され、いまのところ、図１に示すように、胴体に対してホルダが開放されるホルダ型が主
流をなしている。
【０００５】
　図１は、一般的なホルダ型携帯電話機を示す斜視図であり、図に示すように、ホルダ型
携帯電話機は、大きく胴体１０とホルダ２０からなり、胴体１０は、通常、送受信をする
ための各種の構成部品と、マイク１２と、各種のボタンからなるキーパッド１４と、電源
供給をするためのバッテリーパックＢと、を含む。
【０００６】
　さらに、ホルダ２０は、スピーカー２２と、各種の通話情報及び情報情報を表示する表
示窓２４などを含み、このほかにも各種の構成部品が内装される。
【０００７】
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　かかるホルダ型携帯電話機は、円筒状の回動部３０によってホルダ２０が胴体１０にヒ
ンジ固定され、その回動部３０を中心にホルダ２０が正方向や逆方向に回動することによ
って胴体１０を開閉する。
【０００８】
　つまり、平常時にはホルダ２０を折り畳んで胴体１０を遮蔽させ、電話を掛けるときや
受けるときには、ホルダ２０を回動させて胴体１０を開放させる。
【０００９】
　ところで、かかるホルダ型携帯電話機は、ホルダ２０が胴体１０に折り畳まれている場
合、胴体１０からホルダ２０を開閉しようとすれば、指先をホルダ２０と胴体１０の間に
差し込んでホルダ２０を開放しなければならない使用上の不便さがある。
【００１０】
　言うまでもなく、かかる不便さを解決するために、自動的にホルダ２０が開閉される携
帯電話も開発されているが、いまのところ、かかるホルダ型携帯電話機が大衆化されるこ
とによって、ユーザーらは食傷を覚えて新たな種類の携帯電話機を求めているという問題
もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、上記種々の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の
目的は、ホルダが胴体を基準にヒンジ回動しないで、胴体に対して自動あるいは手動で上
下方向へ滑動するようにして、ユーザーの便宜を図ることができ、自動滑動時に滑動動作
を感知して、滑動動作をスイッチあるいはボタンの操作なしで終了することのできる滑動
型携帯電話機を提供することである。
【００１２】
　さらに、本発明は、第２の胴体の滑動をするために駆動されるモータで過負荷電流が感
知されると、自動的に第２の胴体の滑動を終了することのできる携帯電話機及び、該携帯
電話機の滑動方法を提供することを目的とする。
【００１３】
　さらに、モータが設定された駆動時間や駆動回数に応じて駆動されるようにして、第２
の胴体の滑動動作を自動的に終了させるスライド型携帯電話機及び、該携帯電話機の滑動
方法を提供することが、さらに他の目的である。
【００１４】
　さらに、スイッチより大きく形成された第２の胴体をモータの駆動スイッチとして使用
できるようにして、容易にモータを駆動することのできるスライド型携帯電話機及び、該
携帯電話機の滑動方法を提供することが、さらに他の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するためになされた本発明に係る携帯電話機は、２つの胴体中の１つが
滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、弾性部材によって弾性的
に支持されるモータが内装され、一方の側にモータを駆動させるためのスイッチを備える
第１の胴体と、前記モータの回転軸に連結されてモータの駆動力を伝達する動力伝達部と
、該動力伝達部に連結されて前記モータの駆動力によって回動するピニオンと、該ピニオ
ンと噛合するラックとを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合されて、前記ピニオンの
回動時に前記第１の胴体に対して滑動する第２の胴体と、該第２の胴体の滑動動作が終了
すると、これを感知して前記モータの駆動を制御する滑動感知手段と、を含んで構成され
ることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の好ましい他実施例に係るスライド携帯電話機は、送受信装置を有する携帯電話
機において、スピーカーを含む第１の胴体と、該第１の胴体に滑動可能に結合され、マイ
クを含む第２の胴体と、前記第１の胴体に内装されて回動され、回動時に前記第２の胴体
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の表面の一部分と摩擦されて第２の胴体を第１の胴体から滑動させる滑動手段と、前記第
１の胴体に設けられて前記滑動手段を回動可能に支持する固定部と、前記第２の胴体の滑
動状態を感知して前記滑動手段の回動を制御する位置感知手段と、を含むことを特徴とす
る。
【００１７】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係る送受信装置を有する携帯電話機において、スピ
ーカーを含む第１の胴体と、前記第１の胴体に滑動可能に結合され、マイクを含む第２の
胴体と、前記第１の胴体に内装されて駆動され、一方の側には相互に噛合して選択的に拘
束及び解除される一対の動力伝達部を有する回転軸が設られて、他方の側には弾性を有す
る弾性部材が設けられて弾性部材によって弾性的に支持される駆動手段と、該駆動手段の
動力伝達部と一体になされて回動され、回動時に前記第２の胴体の表面の一部分と摩擦さ
れて第２の胴体を前記該第１の胴体から滑動させる摩擦部材と、前記摩擦部材に設けられ
て前記摩擦部材を回動可能に支持する固定部材と、前記第２の胴体の滑動状態を感知して
前記駆動手段の駆動を制御する位置感知手段と、を含むことを特徴とする。
【００１８】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機は、２つの胴体中の１つ
が滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、ピニオンを有するモー
タが内装され、一方の側にモータを駆動させるためのスイッチを備える第１の胴体と、該
第１の胴体のピニオンと噛合するラックとを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合され
て前記モータの駆動時に第１の胴体に対して滑動する第２の胴体と、前記第１の胴体のモ
ータとスイッチに電気的に連結されてモータに印加される電源を制御し、モータの駆動時
にモータで過負荷電流が発生すると、モータの電源を自動的に遮断して第２の胴体の滑動
動作を終了させるモータコントロール手段と、を含んで構成されることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機は、２つの胴体中の１つ
が滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、ピニオンを有するモー
タが内装され、一方の側にモータを駆動させるためのスイッチを備える第１の胴体と、前
記該第１の胴体のピニオンと噛合するラックを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合さ
れて前記モータの駆動時に第１の胴体に対して滑動する第２の胴体と、前記第１の胴体の
モータとスイッチに電気的に連結されてモータに印加される電源を制御し、前記モータの
駆動時間が設定されて前記スイッチの作動によって駆動されるモータが設定された駆動時
間だけ駆動されるようにして、前記第２の胴体の滑動動作を自動的に終了させるモータコ
ントロール手段と、を含んで構成されることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機は、２つの胴体中の１つ
が滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、ピニオンを有するモー
タが内装され、一方の側にモータを駆動させるためのスイッチを備える第１の胴体と、該
第１の胴体のピニオンと噛合するラックを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合されて
前記モータの駆動時に第１の胴体に対して滑動する第２の胴体と、前記第１の胴体のモー
タとスイッチに電気的に連結されてモータに印加される電源を制御し、前記モータの駆動
回数が設定されて前記スイッチの作動によって駆動されるモータを設定された駆動回数だ
け駆動されるようにして、前記第２の胴体の滑動動作を自動的に終了させるモータコント
ロール手段と、を含んで構成されることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機は、２つの胴体中の１つ
が滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動装置において、ピニオンを有するモー
タが内装され、一方の側にモータを駆動させるためのスイッチを備える第１の胴体と、該
第１の胴体のピニオンと噛合するラックを有し、前記第１の胴体と滑動可能に結合されて
前記モータの駆動時に第１の胴体に対して滑動する第２の胴体と、前記第１の胴体のモー
タとスイッチに電気的に連結されてモータに印加される電源を制御し、前記モータの駆動
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回数が設定されて前記スイッチの作動によって駆動されるモータを設定された駆動回数だ
け駆動されるようにして、前記第２の胴体の滑動動作を自動的に終了させるモータコント
ロール手段と、を含んで構成されることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機の滑動方法は、２つの胴
体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動方法において、スイッチを
操作してモータに駆動信号を印加して前記胴体を滑動させるモータ駆動信号印加ステップ
と、前記胴体の滑動が停止する場合に発生する前記モータの過負荷電流を感知する過負荷
電流感知ステップと、前記モータで過負荷電流が感知されると、前記モータに印加される
駆動信号を遮断して前記胴体の滑動動作を終了させる駆動信号遮断ステップと、を含んで
なることを特徴とするスライド型携帯電話機の滑動方法。
【００２３】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機の滑動方法は、２つの胴
体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動方法において、スイッチを
操作してモータに駆動信号を印加して前記胴体を滑動させる駆動信号印加ステップと、前
記モータの駆動と同時にモータの駆動時間を設定されたタイマー部に作動信号を印加して
設定された駆動時間をカウントさせるタイマー部作動信号印加ステップと、前記タイマー
部のカウント終了を認知するカウント認知ステップと、前記タイマー部のカウント終了が
認知されると、前記モータに印加される駆動信号を遮断して前記胴体の滑動動作を終了さ
せる駆動信号遮断ステップと、を含んでなることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機の滑動方法は、２つの胴
体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動方法において、スイッチを
操作してモータに駆動信号を印加して前記胴体を滑動させるモータ駆動信号印加ステップ
と、前記モータの駆動と同時にモータの駆動回数を設定されたカウンター部に作動信号を
印加して設定された駆動回数をカウントするカウンター部作動信号印加ステップと、前記
カウンター部のカウント終了を認知するカウント認知ステップと、前記カウンター部のカ
ウント終了が認知されると、前記モータに印加される駆動信号を遮断して前記胴体の滑動
動作を終了させる駆動信号遮断ステップと、を含んでなることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の好ましいさらに他実施例に係るスライド型携帯電話機の滑動方法は、２つの胴
体中の１つが滑動して開閉されるスライド型携帯電話機の滑動方法において、外力によっ
て前記胴体が滑動されて胴体と連動されるモータを手動で回動させる胴体の手動滑動ステ
ップと、前記モータが回動されつつ発生せしめる逆起電力を感知する逆起電力感知ステッ
プと、前記モータで逆起電力が感知されることによって、モータに駆動信号を印加して前
記胴体を滑動させる駆動信号印加ステップと、前記胴体の滑動が停止する場合に発生する
前記モータの過負荷電流を感知する過負荷電流感知ステップと、前記モータで過負荷電流
が感知されると、モータに印加される駆動信号を遮断して前記胴体の滑動動作を終了させ
る駆動信号遮断ステップと、を含んでなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　上述のように、本発明に係る携帯電話機によれば、ラックとピニオン、または摩擦部材
を備えた滑動手段によって自動及び手動によって第２の胴体が滑動され、既存のホルダ型
携帯電話機より便利に使用できる効果がある。
【００２７】
　さらに、自動的に滑動される第２の胴体の滑動を終了させるために、別途にスイッチを
操作しなくても済むだけでなく、第２の胴体の滑動動作を終了させるための別個のスイッ
チを設けなくても済むために、製造コストダウンが図られる効果を有する。さらに、第２
の胴体をモータ駆動のためのスイッチとして使用できるために、ユーザーはいちいちスイ
ッチを探らなくても第２の胴体を自動的に滑動させうる使用上の利便性が図られる優れる
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効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る一実施例について添付図に沿つて詳述する。
【実施例１】
【００２９】
　図２は、本発明の実施例１に係る携帯電話機を示す斜視図であり、図３は図２に示す携
帯電話機の分解斜視図である。図４は図２に示す携帯電話機の一部破断を示す側面図であ
る。
【００３０】
　さらに、図５は図２に示す携帯電話機の一部破断を示す正面図であり、図６ａは図５に
示す携帯電話機の要部を示す分解斜視図である。図６ｂは図６ａに示す雌型カムの他実施
例の正面図である。さらに、図７は図５に示す携帯電話機の手動滑動動作時の要部の作動
状態を示す一部破断正面図である。
【００３１】
　図２～７に示すように、本発明に係る携帯電話機は、ホルダ型携帯電話機の胴体及び、
ホルダに該当する第１の胴体５０及び、第２の胴体６０からなり、第２の胴体６０は第１
の胴体５０に対して滑動可能に結合される。ここで、第１の胴体５０を見てみれば、第１
の胴体５０は通常、送受信のための各種の構成部品と、スピーカー５２と、電源供給のた
めのバッテリーパックＢとを含む。
【００３２】
　さらに、第１の胴体５０は、各種の通話情報及び機能情報を表示する表示窓５４をさら
に含み、この他にも後述される第２の胴体６０の滑動をガイドするガイドＧと、第２の胴
体６０の滑動を電気的に制御するスイッチＳＷとを含む。
【００３３】
　さらに、第１の胴体５０は、スイッチＳＷと電気的に連結され、図５に示すように、一
方の側が弾性部材１２２によって弾性的に支持され、第１の胴体５０に内装されて正方向
または逆方向へ駆動されるモータＭと、モータＭの駆動によって回動されるピニオンＰと
、さらに、モータＭとピニオンＰを相互に連結する動力伝達部１１０で構成された滑動手
段１００と、を含む。
【００３４】
　ここで、モータＭは、駆動トルクが増幅されるように略５００～６００：１の減速比を
有する遊星歯車型減速機を備えたギャードモータである。
【００３５】
　一方、ピニオンＰは動力伝達部１１０によってモータＭの駆動力を伝達され、かかる動
力伝達部１１０は一対の部材からなされてモータＭとピニオンＰに両側がそれぞれ連結さ
れる。
【００３６】
　より詳しく述べると、動力伝達部１１０は、図５及び６ａに示すように、両側面にテー
パーを形成された突起を有する雄型カム１１２と、雄型カム１１２の突起に対応する溝を
有する雌型カム１１４と、からなる。
【００３７】
　さらに、雌型カム１１４は、モータＭの回転軸Ｓに連結され、雄型カム１１２はピニオ
ンＰの軸shに連結され、雌型及び雄型のカム１１２，１１４が、このようにモータＭとピ
ニオンＰに連結されることによって、モータＭの駆動力がピニオンＰに伝達される。
【００３８】
　かかる雄型及び雌型のカム１１２，１１４は、モータＭを一方の側で弾性的に支持する
前述の弾性部材１１２によって相互に結合状態を保持し、その結合によって雄型カム１１
２は雌型カム１１４に拘束される。
【００３９】
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　つまり、弾性部材１１２の弾性によってモータＭが支持されることによって、雌型カム
１１４の溝に雄型カム１１２の突起が嵌入され、雌型カム１１４の溝は雄型カム１１２の
突起を収容することによって、雄型カム１１２を拘束する。
【００４０】
　したがって、雄型カム１１２は、モータＭの駆動時に雌型カム１１４が回動されると、
雌型カム１１４の拘束力によってともに回動され、雄型カム１１２の回動によってモータ
Ｍの駆動力はピニオンＰに伝達される。
【００４１】
　ここで、雌型カム１１４の溝は、図６ａでのように、一字状に形成できるし、これとは
異なり、図６ｂに示す他実施例の雌型カム１１４’でのように十字形に形成することもで
きる。
【００４２】
　一方、第２の胴体６０は、マイク６２と、各種のボタンからなるキーパッド６４と、不
図示の各種の部品を含み、付加的に第１の胴体６０のガイドＧに嵌入されて滑動されるレ
ールＧＲをさらに含む。
【００４３】
　さらに、第２の胴体６０は、一方の側に長方形に形成された図４のようなラックＲを含
み、ラックＲは第１の胴体５０のモータＭに連動されるピニオンＰに噛合するようにピニ
オンＰに対応する位置に形成される。
【００４４】
　したがって、ラックＲはピニオンＰと噛合し、ピニオンＰの回動によってラックＲは往
復運動して、ラックＲの運動によって第２の胴体６０は第１の胴体５０に対して滑動する
。
【００４５】
　一方、第１の胴体５０と第２の胴体６０には、滑動動作に第１の胴体５０が開放される
場合に、第２の胴体６０が第１の胴体５０からの脱離を防止する脱離防止手段が設けられ
、脱離防止手段は第１の胴体５０の下端に突出した突起状のストッパー５６及び、第２の
胴体６０の上端に突出された板材状の突出片６６で構成される。
【００４６】
　かかるストッパー５６及び突出片６６は、第２の胴体６０が滑動して第１の胴体５０を
開放すると、相互に対向して係止状態となり、その係止状態によって第２の胴体５０は第
１の胴体５０からの脱離が防止される。
【００４７】
　これとは反対に、第２の胴体６０が前述とは異なり、滑動されて第１の胴体５０を閉鎖
すると、第２の胴体６０の下部面６５が第１の胴体５０の下部面５５にぶつかるようにな
ることによって、滑動が終了となり、これによって、第２の胴体６０は第１の胴体５０か
らの脱離が防止される。
【００４８】
　つまり、第２の胴体６０の下部面６６が第１の胴体５０の下部面に係止することによっ
て、第２の胴体６０は第１の胴体６０から分離されない。
【００４９】
　一方、第１の胴体５０と第２の胴体６０に滑動感知手段２１０，２１２，２１２’を設
けて感知して、第２の胴体６０の滑動動作が終了させたり、かかる滑動感知手段２１０，
２１２，２１２’をモータＭの駆動を制御する不図示の制御ＩＣに電気的に連結させ、滑
動終了が感知されると、制御ＩＣが自動的にモータＭの駆動を中断させることによって、
滑動動作が自動的に終了されるようにすることができる。
【００５０】
　かかる滑動感知手段２１０，２１２，２１２’は、図４のごとく、第１の胴体５０の上
端及び、下端にそれぞれ設けられる２つの端子２１２，２１２’と、第２の胴体６０の上
端に設けられるが、２つの端子２１２，２１２’に対応するように設けられる１つの端子
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２１０からなり、かかるそれぞれの端子２１０，２１２，２１２’は相互に接触されてス
イッチングされる接触式センサとして構成するか、非接触であってスイッチングされる非
接触式センサとして構成することができる。
【００５１】
　ここで、滑動感知手段２１０，２１２，２１２’を接触式センサとして構成する場合、
第１の胴体５０の端子２１２，２１２’は加圧によってスイッチングされるスイッチ端子
として構成すべきであり、第２の胴体６０の端子２１０はスイッチ端子を加圧する微細な
突起状の接触端子として構成すべきである。
【００５２】
　さらに、滑動感知手段２１０，２１２，２１２’を非接触式センサとして構成する場合
、第１の胴体５０の端子２１２，２１２’は磁場を検出すると、スイッチングされるホー
ル素子として構成し、第２の胴体６０の端子２１０は磁場を発散するマグネットとして構
成すべきである。
【００５３】
　以上のごとく構成された本発明の実施例１に係るスライド型携帯電話機は、自動滑動を
するためにスイッチＳＷを操作すると、不図示の制御ＩＣが滑動手段１００を構成するモ
ータＭに駆動信号を印加してモータＭを駆動する。
【００５４】
　この際、モータＭは内部に遊星歯車で構成された減速機によって出力トルクが増幅され
て駆動され、モータＭの駆動につれて弾性部材１２２は拡張状態にモータＭを弾性的に支
持して動力伝達部１１０の結合状態を保持させる。
【００５５】
　つまり、弾性部材１２２が拡張状態にモータＭを弾性的に支持することによって、動力
伝達部１１０の雌型カム１１４が雄型カム１１２を拘束するようにする。
【００５６】
　すると、動力伝達部１１０の結合によってモータＭの駆動力は、ピニオンＰに伝達され
てピニオンＰを回動させ、ピニオンＰの回動によってラックＲは往復しながら第１の胴体
５０に対して第２の胴体６０を滑動させる。
【００５７】
　ここで、第２の胴体６０が第１の胴体５０を開放するために滑動される場合に、第２の
胴体６０が第１の胴体５０の開放を終了すると、第１、２の胴体５０，６０に設られた滑
動感知手段２１０，２１２，２１２’の端子２１０，２１２，２１２’は相互に対向して
スイッチングされる。
【００５８】
　したがって、滑動感知手段２１０，２１２，２１２’は、スイッチングで発生する前記
信号を不図示の制御ＩＣに印加してモータＭの駆動を中断させ、これによって、第２の胴
体６０の滑動動作は終了される。
【００５９】
　言うまでもなく、第２の胴体６０が第１の胴体５０を閉鎖するために滑動される場合に
も、開放時と同一の動作によって第２の胴体６０の滑動動作は終了される。
【００６０】
　つまり、第２の胴体６０が第１の胴体５０の閉鎖を終了すると、第１、第２の胴体５０
，６０に設けられた滑動感知手段２１０，２１２，２１２’の端子２１０，２１２，２１
２’は相互に対向してスイッチングされ、これによって、制御ＩＣはモータＭの駆動を中
断させて第２の胴体６０の滑動動作を終了させる。
【００６１】
　ここで、第２の胴体６０は、開放のための滑動動作が終了する場合、第１の胴体５０の
ストッパー５６に第２の胴体６０の係止片６６が係止されるようになり、それ以上に滑動
して、閉鎖のための滑動動作が終了する場合には、第１の胴体５０の下部面５５に第２の
胴体６０の下部面６６が係止されないようになり、それ以上には滑動されることがない。
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【００６２】
　一方、第２の胴体６０の滑動動作時にラックＲとピニオンＰの作用によって携帯電話機
から騷音が発生されうるし、この場合に発生する騷音を防止するためにラックＲとピニオ
ンＰをゴム材で形成することができる。
【００６３】
　さらに、動力伝達部１１０の雌型カム１１４に形成された溝を他実施例による雌型カム
１１４’でのように十字状に形成された場合、第２の胴体６０が手動で滑動されると、雄
型カム１１２の突起が雌型カム１１４’の溝によって９０°おきに一度ずつ係止されるよ
うになる。
【００６４】
　つまり、雄型カム１１２の突起が９０°回転するごとに雌型カム１１４’の溝に係止さ
れるようになったり、３６０°を回転する場合には、総４回にわたって溝に係止されるよ
うになる。
【００６５】
　したがって、第２の胴体６０を滑動させる場合に雄型及び雌型のカム１１２，１１４’
の動作によって発生する騷音は、雌型カム１１４の溝を一字状に形成した場合よりもしば
しば発生するが、かえって滑動動作は柔軟に行われるのである。
【００６６】
　以上、第２の胴体６０が自動的に滑動する場合について説明したが、これとは異なり、
手動で滑動する場合は下記のとおりである。
【００６７】
　まず、ユーザーが手動で第２の胴体６０を滑動させると、第２の胴体６０のラックＲも
また滑動して、かかるラックＲによってピニオンＰは回動する。
【００６８】
　すると、ピニオンＰに連結された動力伝達部１１０の雄型カム１１２は、図７のごとく
回転されつつ雌型カム１１４を押圧するようになり、雌型カム１１４は溝のテーパー面に
よってスリップされつつモータＭを加圧する。
【００６９】
　この際、モータＭを弾性的に支持していた弾性部材１２２は、加圧されるモータＭによ
って圧縮され、これによって、モータＭは雌型カム１１４とともに押圧されるようになり
、これと同時に雄型カム１１２は雌型カム１１４の拘束状態から解除される。
【００７０】
　したがって、雄型カム１１２は雌型カム１１４の溝に突起が枢支されてピニオンＰとと
もに回動するようになり、ピニオンＰの回動によって第２の胴体６０は第１の胴体５０に
対して手動によって滑動される。
【００７１】
　つまり、第２の胴体６０は、弾性部材１２２の圧縮によって雄型カム１１２が回転可能
になることによって、ピニオンＰが回動して滑動される。
【００７２】
　言うまでもなく、モータＭは弾性部材１２２の圧縮による雄型及び雌型のカム１１２，
１１４の分離によって回転軸Ｓを回動することがない。
【００７３】
　ここで、かかるピニオンＰの滑動を可能にする主要構成要素は弾性部材１２２であり、
弾性部材１２２は説明されたような滑動により、モータＭの駆動力より大きく、第２の胴
体６０を手動で滑動させる外力より小さい弾性を有するように設計されるべきである。
【００７４】
　したがって、弾性部材１２２は第２の胴体６０の自動滑動時には拡張状態でモータＭを
弾性的に支持できるし、手動滑動時には圧縮状態に変形されてモータＭ及び、雌型カム１
１４が押されるようにする。
【実施例２】
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【００７５】
　一方、図８は本発明の実施例２に係る携帯電話機の一部破断を示す正面図であり、図９
は図８に示す携帯電話機の一部破断を示す側面図である。
【００７６】
　図に示すように、本発明の実施例２に係る携帯電話機は、第１の胴体５０及び、第２の
胴体６０からなり、第２の胴体６０は第１の胴体５０に対して滑動可能に結合される。
【００７７】
　ここで、第１の胴体５０は、通常、送受信のための各種の構成部品と、スピーカー５２
と、電源供給のためのバッテリーパックＢとを含む。
【００７８】
　さらに、第１の胴体５０には各種の通話情報及び機能情報を表示する表示窓５４をさら
に含み、この他にも後述される第２の胴体６０の滑動をガイドするガイドＧと、第２の胴
体６０の滑動を電気的に制御するスイッチＳＷとを含む。
【００７９】
　さらに、第２の胴体６０は、マイク６２と、各種のボタンからなるキーパッド６４と、
不図示の各種の部品とを含み、付加的に第１の胴体６０のガイドＧに嵌入されて滑動され
るレールＧＲをさらに含む。
【００８０】
　一方、スイッチＳＷは、第２の胴体６０を滑動させる滑動手段と電気的に連結され、か
かる滑動手段は、第１の胴体５０に内装される正逆回転が可能な円筒状のモータＭと、モ
ータＭの外周面を囲繞して付着されたゴム材のプーリー７４と、からなる。
【００８１】
　この際、プーリー７４はモータＭに取付けられて第１の胴体５０に内装されるが、第２
の胴体６０を摩擦力で滑動させるように外周面の一部分が第２の胴体６０の表面の一部分
に密着した状態で設けられる。
【００８２】
　かかるモータＭの回転軸Ｓは、後述される雌雄型カム８０，８２及び、弾性部材８４か
らなる固定部に固定されて回動されず、回転軸Ｓが固定されることによって、かえってモ
ータＭが回動されてプーリー７４が第２の胴体６０と摩擦するようになる。
【００８３】
　つまり、スイッチＳＷを操作してモータＭに電源を印加すると、モータＭは回転軸Ｓを
基準に回動するようになり、モータＭが回動されることによって、プーリー７４は第２の
胴体６０と摩擦しながら回動して第２の胴体６０が第１の胴体５０に対して滑動されるよ
うにする。
【００８４】
　ここで、モータＭは、第２の胴体６０の滑動を具現化できる駆動トルクを発生するよう
に略５００～６００：１の減速比を有する遊星歯車型減速機を備えたギャードモータを使
用するのが好ましい。
【００８５】
　さらに、モータＭに取付けられたプーリー７４の表面には摩擦力が向上するように不図
示のグルーブを縦方向や横方向などに複数を形成するか、微細に突出したエンボシングを
複数を形成することができる。
【００８６】
　一方、モータＭを固定する固定部はモータＭの回転軸Ｓに一端部が固定され、他端部に
は両側にテーパーを有する突起を形成された雄型カム８０と、雄型カム８０の突起と対応
する溝を有し、溝の反対側の端部には一方の側を開放した中空を有する雌型カム８２と、
からなる。
【００８７】
　この際、雌型カム８２の中空には、一端部が第１の胴体５０の内側面に固定された圧縮
コイルスプリングのような弾性部材８４が拡張された状態で嵌入され、弾性部材８４によ
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って雌型カム８２は弾性的に支持される。
【００８８】
　このように構成された雄型カム８０及び雌型カム８２は、雄型カム８０の突起が雌型カ
ム８２の溝に嵌入されるために相互に拘束され、雌型カム８２を支持する弾性部材８４に
よって相互に脱離されずに拘束状態を保持させることができる。
【００８９】
　つまり、弾性部材８４が雌型カム８２を弾性的に支持して雄型カム８０と結合されるよ
うにし、これによって雄型カム８０は雌型カム８２に拘束されてモータＭの回転軸Ｓを固
定させる。
【００９０】
　したがって、モータＭの回転軸Ｓが回転しても、回転軸Ｓは雌型カム８２に拘束された
雄型カム８０によって回転しないで、かえって固定された回転軸Ｓを中心にモータＭが回
転するようになり、結論的には、モータＭは回転子となり、回転軸Ｓは固定子となる。
【００９１】
　このように、固定子である回転軸Ｓの回動を防止しようとすれば、雌型カム８２が雄型
カム８０に連結された回転軸Ｓの回転力を超えるべきであり、そのためには、雌型カム８
２を弾性的に支持する弾性部材８４の支持力つまり弾性が、回転軸Ｓの回転力より大であ
るべきである。
【００９２】
　換言すれば、弾性部材８４は回転軸Ｓの駆動力より大きい弾性を有するものを適用すべ
きである。　
【００９３】
　ところで、弾性部材８４は回転軸Ｓの駆動力より大きい弾性を持つべきであるが、かか
る弾性は第２の胴体６０に外力が伝達されて滑動させる場合には、圧縮可能な弾性である
べきである。
【００９４】
　つまり、ユーザーが手動で第２の胴体６０を滑動させる場合、雌雄型カム８０，８２の
破損が防止されるように弾性部材８４は圧縮されるべきである。
【００９５】
　より詳述すれば、手動操作で第２の胴体６０を滑動させると、第２の胴体６０によって
それに密着されたプーリー７４及び、モータＭは回動するようになり、かかる回動によっ
てモータＭの回転軸Ｓも回動するようになる。
【００９６】
　すると、回転軸Ｓに連結された雄型カム８０もまた回動されて相互に拘束された雌型カ
ム８２を回動させ、この場合、弾性部材８４は圧縮されて雄型カム８０及び雌型カム８２
の拘束を解除する。
【００９７】
　もし、弾性部材８４が圧縮されないとすれば、雌型カム８２は継続して雄型カム８０を
拘束するようになって、第２の胴体６０の滑動を不可能にするだけでなく、外力による負
荷が雄型及び雌型のカム８０，８２に発生して、雄型及び雌型のカム８０，８２を破損す
る。
【００９８】
　ところで、弾性部材８４が圧縮されて雄型カム８０及び雌型カム８２の拘束を解除する
と、雄型カム８０の突起は雌型カム８２の溝から外れて溝に枢支されてスムーズに回転す
るようになる。
【００９９】
　したがって、弾性部材８４の圧縮によって第２の胴体６０は手動での滑動が可能となる
。
【０１００】
　ここで、未説明の図面上の符号８６は、モータＭの一方の側に嵌入されてモータＭを回
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動可能に支持してモータＭの回動を円滑にする環状の軸受である。
【０１０１】
　一方、第１の胴体５０に対する第２の胴体６０の滑動状態を感知する位置感知手段を設
けて、自動的にモータＭの駆動を制御することができる。
【０１０２】
　かかる位置感知手段は、図９に示すように、モータＭの一方の側に設けられて回動され
る突起９２と、突起９２と対向する位置に設けられて突起９２の回転状態を感知する位置
感知センサ９４と、からなる。
【０１０３】
　この際、位置感知センサ９４は突起９２に接触されるスイッチ式や、これとは異なり、
突起９２をレーザーデ感知するポートセンサなどが適用でき、その設置位置もまた図示の
ように、突起９２と対応される第１の胴体５０の内側面、または回動されない雌型カム８
２の一方の側に決めることができる。
【０１０４】
　言うまでもなく、位置感知センサ９４は不図示のＩＣに連結され、突起９２の回転数を
演算してＩＣがモータＭの電源を制御することができる。
【０１０５】
　つまり、突起９２の回転数はモータＭの回転数であることから、ＩＣはモータＭの回転
に応じた第２の胴体６０の滑動状態、つまり第１の胴体５０の開閉状態を検出でき、それ
によって、モータＭの電源を供給及び遮断することができる。
【０１０６】
　一方、前述とは異なり、位置感知手段を、図９のように、第２の胴体６０の上部及び下
部に設けたマグネット９２ａと、第１の胴体５０の一方の側に設けられてマグネット９２
ａの磁性を感知する磁性感知センサ９４ａと、によって構成することもできる。
【０１０７】
　このように、位置感知手段を構成すると、第２の胴体６０が滑動手段によって滑動して
マグネット９２ａと磁性感知センサ９４ａが一致すると、磁性感知センサ９４に連結され
たＩＣがモータＭの駆動を制御するようになる。
【０１０８】
　したがって、第２の胴体６０は、第１の胴体５０を滑動して適確に第１の胴体５０を開
閉することができる。
【０１０９】
　上述のように、本発明の実施例２に係る携帯電話機は、モータＭとプーリー７４とから
構成された滑動手段で第２の胴体６０の滑動を具現化したが、これとは異なり、図１０に
示すように、本発明の実施例３によって滑動を具現化することができる。
【実施例３】
【０１１０】
　ここで、図面を参考にして説明すると、図１０は本発明の実施例３に係る携帯電話機の
一部破断を示す正面図であり、この実施例に係る携帯電話機は第１の胴体５０の内側に固
定されたモータＭ’と、モータＭ’に連結された動力伝達部８０’，８２’と、第２の胴
体６０に密着されて第２の胴体６０を滑動させる摩擦部材３００と、からなる。
【０１１１】
　この際、モータＭ’は外型が六面体状からなり、第１の胴体５０内に内装され、回転軸
Ｓ’には前述のように雄型及び雌型のカム８０’，８２’からなる動力伝達部が連結され
、回転軸Ｓ’の反対側の端部には圧縮コイルスプリングのような弾性部材８４’が拡張さ
れた状態で設けられる。
【０１１２】
　言うまでもなく、弾性部材８４’は一方の側がモータＭ’に固定され、他方の側は第１
の胴体５０の内側面に固定されてモータＭ’を弾性的に支持し、これによって、雄型及び
雌型のカム８０’，８２’は相互に拘束される。



(14) JP 4057504 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

【０１１３】
　一方、第２の胴体６０を滑動させる摩擦部材３００は、図に示すように、雌型カム８０
’の外周面を囲繞して取付けられたゴム材のプーリーに構成でき、図示とは異なり、雌型
カム８２’に固定される別途のゴム材ローラ（不図示）で構成することもできる。
【０１１４】
　さらに、摩擦部材３００の摩擦力が向上するように表面にグルーブを形成するか微細に
突出したエンボシングを形成することができる。
【０１１５】
　言うまでもなく、摩擦部材３００は前述のプーリー７４のごとく、一部分が第２の胴体
６０の表面の一部分に密着状態をなすように構成されて第２の胴体６０を滑動させる。
【０１１６】
　かかる摩擦部材３００は、一方の側や両側に設けられて摩擦部材３００を支持するが、
回動可能に支持する環状の軸受からなる固定部材８８によって円滑に回動される。
【０１１７】
　このように構成された実施例３に係る携帯電話機は、外部の電源によって固定子のモー
タＭ’が駆動されると、回転子の回転軸Ｓ’が回動して雄型及び雌型のカム８０’，８２
’を回動させ、これによって、雌型カム８２’と一体をなす摩擦部材３００も回動する。
【０１１８】
　すると、摩擦部材３００は、回動しながら第２の胴体６０と摩擦して第２の胴体６０を
滑動させるようになる。
【０１１９】
　この際、滑動する第２の胴体６０を自動的に制御するためには、位置感知手段を設ける
べきであり、位置感知手段は図１０に示すように、モータＭ’の回転軸Ｓ’に設けられた
突起９２’と、かかる突起９２’に対応する第１の胴体５０の内側面に設けられた位置感
知センサ９４’と、から構成することができる。
【０１２０】
　言うまでもなく、位置感知センサ９４’を第１の胴体５０の内側面でない図面上のボッ
クス型の点線で表示された部分であるモータＭ’の一方の側に設けることもできる。
【０１２１】
　かかる位置感知手段は、前述の図４に示すように、第２の胴体６０の上部及び下部に設
けられたマグネット９２ａと、マグネット９２ａに対応する第１の胴体５０に設けられた
磁性感知センサ９４ａとにすることもできる。
【０１２２】
　ここで、前述のように構成される位置感知手段に対しては、前述の図９の説明ですでに
説明しているので、ここでは詳述を省くことにする。
【０１２３】
　次いで、本発明の他実施例に係る携帯電話機は、第２の胴体６０が滑動してもモータＭ
’の一方の側に設られた弾性部材８４’は、摩擦部材３００が回動されるようにモータＭ
’を持続的に弾性的に支持して雄型及び雌型のカム８０’，８２’を拘束状態で保持する
。
【０１２４】
　ところで、弾性部材８４’は外力によって第２の胴体６０が滑動する場合には、雄型及
び雌型のカム８０’，８２’が拘束から解除されるように圧縮される。
【０１２５】
　つまり、第２の胴体６０が外力によって滑動すると、雌型カム８２’が回動するように
なり、モータＭ’の回転力より大きい外力によって弾性部材８４’は圧縮されて雄型カム
８０’と雌型カム８２’の拘束を解除させる。
【０１２６】
　換言すれば、外力によって雌型カム８２’は回転運動をし、雄型カム８０’は回転しな
いようにして、これによって、雄型カム８０’は雌型カム８２’のテーパーによって滑動



(15) JP 4057504 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

して後進する。
【０１２７】
　さらに、雄型カム８０’が後進しながらモータＭ’も後進して、モータＭ’は第１の胴
体５０の内部面に沿って後進して弾性部材８４’を加圧して圧縮させる。言うまでもなく
、かかる弾性部材８４’は、第２の胴体６０の自動及び手動の滑動が可能であるようにモ
ータＭ’の回転軸Ｓ’の駆動力より大きく、外力より小さい弾性を有することが好ましい
。
【実施例４】
【０１２８】
　一方、図１１及び１２は、本発明の実施例４に係る携帯電話機の部分破断正面図及び、
側面図であり、図１３は図１１に示す携帯電話機の要部の分解を示す分解斜視図であり、
前述の実施例における携帯電話機の構成と類似した構成を有する。
【０１２９】
　つまり、第２の胴体６０は、第１の胴体５０に対して滑動可能に結合される仕組みであ
って、前記第１の胴体５０は、通常、送受信のための各種の構成部品と、スピーカー５２
と、電源供給のためのバッテリーパックＢと、各種の通話情報及び機能情報を表示する表
示窓５４と、を含む構成であり、この他にも後述される第２の胴体６０の滑動をガイドす
るガイドＧや、第２の胴体６０の滑動を電気的に制御するスイッチＳＷを含む仕組みであ
る。さらに、第２の胴体６０は、マイク１２と、各種のボタンからなるキーパッド１４と
、不図示の各種の部品とを含み、付加的に第１の胴体６０のガイドＧに嵌入されて滑動さ
れるレールＲをさらに含む仕組みである。
【０１３０】
　一方、スイッチＳＷは、第２の胴体６０を滑動させる滑動手段に電気的に連結され、か
かる滑動手段は第１の胴体５０に内装される正逆回転が可能な円筒状のモータ７０と、モ
ータ７０の外周面を囲繞して取付けられたゴム材のプーリー７４と、からなる。
【０１３１】
　この際、プーリー７４はモータ７０に取付けられて第１の胴体５０に内装されるが、第
２の胴体６０を摩擦力で滑動させるように外周面の一部分が第２の胴体６０の表面の一部
分に密着された状態で設けられる。
【０１３２】
　かかるモータ７０の回転軸７２は、後述される雌雄型カム８０，８２及び、弾性部材８
４からなる固定部に固定されて回動されず、回転軸７２が固定されることによって、かえ
ってモータ７０が回動されてプーリー７４が第２の胴体６０と摩擦するようになる。
【０１３３】
　つまり、スイッチＳＷを操作してモータ７０に電源を印加すると、モータ７０は回転軸
７２を基準に回動するようになり、モータ７０が回動することによって、プーリー７４は
第２の胴体６０と摩擦しながら回動して第２の胴体６０が第１の胴体５０に対して滑動す
るようにする。
【０１３４】
　ここで、モータ７０は第２の胴体６０の滑動を具現化できる駆動トルクが発生するよう
に、略５００～６００：１の減速比を有する遊星歯車型減速機を備えたギャードモータを
使用するのが好ましい。
【０１３５】
　さらに、モータ７０に取付けられたプーリー７４の表面には、摩擦力が向上するように
不図示のグルーブを縦方向や横方向などに複数を形成するか、微細に突出したエンボシン
グの複数を形成することができる。
【０１３６】
　一方、モータ７０を固定する固定部は、図１３に示すように、モータ７０の回転軸７２
に一端部が固定され、他端部には両側にテーパーを有する突起８０ａを形成された雄型カ
ム８０と、雄型カム８０の突起８０ａと対応する溝８２ａを有して、溝８２ａの反対側の
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端部には一方の側を開放された中空８２ｂに形成された雌型カム８２と、からなる。
【０１３７】
　この際、雌型カム８２の中空８２ｂには、一端部が第１の胴体５０の内側面に固定され
た圧縮コイルスプリングのような弾性部材８４が拡張された状態で嵌入され、弾性部材８
４によって雌型カム８２は弾性的に支持される。
【０１３８】
　このように構成された雄型カム８０及び雌型カム８２は、雄型カム８０の突起８０ａが
雌型カム８２の溝８２ａに嵌入されるため、相互に拘束され、雌型カム８２を支持する弾
性部材８４によって相互に脱離されずに拘束状態を保持させることができる。
【０１３９】
　つまり、弾性部材８４が雌型カム８２を弾性的に支持して雄型カム８０と結合されるよ
うにし、これによって、雄型カム８０は雌型カム８２に拘束されてモータ７０の回転軸７
２を固定する。
【０１４０】
　したがって、モータ７０の回転軸７２が回転しても回転軸７２は雌型カム８２に拘束さ
れた雄型カム８０によって回転されず、かえって固定された回転軸７２を中心にモータ７
０が回転するようになり、結論的には、モータ７０は回転子となり、回転軸７２は固定子
となる。
【０１４１】
　このように、固定子の回転軸７２の回動を防止しようとすれば、雌型カム８２が雄型カ
ム８０に連結された回転軸７２の回転力を超えるべきであり、そのためには、雌型カム８
２を弾性的に支持する弾性部材８４の支持力つまり弾性が、回転軸７２の回転力より大で
あるべきである。
【０１４２】
　換言すれば、弾性部材８４は回転軸７２の駆動力より大きい弾性を有したものを適用す
べきである。
【０１４３】
　ところで、弾性部材８４は回転軸７２の駆動力より大きい弾性を持つべきであるが、か
かる弾性は第２の胴体６０に外力が伝達されて滑動させる場合には、圧縮可能な弾性であ
るべきである。
【０１４４】
　つまり、ユーザーが手動で第２の胴体６０を滑動させる場合、雌雄型カム８０，８２の
破損が防止されるように弾性部材８４は圧縮されるべきである。
【０１４５】
　より詳述すると、手動操作で第２の胴体６０が滑動されると、第２の胴体６０によって
それに密着されたプーリー７４及び、モータ７０は回動するようになり、かかる回動によ
ってモータ７０の回転軸７２も回動するようになる。
【０１４６】
　すると、回転軸７２に連結された雄型カム８０もまた回動されて相互に拘束された雌型
カム８２を回動させ、この際、弾性部材８４は圧縮されて雄型カム８０及び雌型カム８２
の拘束を解除する。
【０１４７】
　もし、弾性部材８４が圧縮されないと、雌型カム８２は継続して雄型カム８０を拘束す
るようになり、第２の胴体６０の滑動を不可能にするだけでなく、外力による負荷が雄型
及び雌型のカム８０，８２に発生して雄型及び雌型のカム８０，８２を破損する。
【０１４８】
　ところで、弾性部材８４が圧縮されて雄型カム８０及び雌型カム８２の拘束を解除させ
ると、雄型カム８０の突起８０ａは雌型カム８２の溝８２ａから外れて溝８２ａに枢支さ
れてスムーズに回転するようになる。
【０１４９】
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　したがって、弾性部材８４の圧縮によって第２の胴体６０は手動での滑動が可能となる
。
【０１５０】
　ここで、未説明の図面上の符号８６は、モータ７０の一方の側に嵌入されてモータ７０
を回動可能に支持し、モータ７０の回動を円滑にする環状の軸受である。
【０１５１】
　一方、第１の胴体５０に対する第２の胴体６０の滑動状態を感知する位置感知手段を設
けて自動的にモータ７０の駆動を制御することができる。
【０１５２】
　かかる位置感知手段は、図１１に示すように、モータ７０の一方の側に設けられて回動
する突起９２と、突起９２と対向する位置に設けられて突起９２の回転状態を感知する位
置感知センサ９４と、からなる。
【０１５３】
　この際、位置感知センサ９４は、突起９２に接触するスイッチ式や、これとは異なり、
突起９２をレーザーで感知するポートセンサなどが適用できるし、その設置位置もまた図
に示すように、突起９２に対応する第１の胴体５０の内側面、または回動されない雌型カ
ム８２の一方の側に位置決めすることができる。
【０１５４】
　言うまでもなく、位置感知センサ９４は不図示のＩＣに連結され、突起９２の回転数を
演算してＩＣがモータ７０の電源を制御することができる。
【０１５５】
　つまり、突起９２の回転数がモータ７０の回転数であるために、ＩＣはモータ７０の回
転に応じる第２の胴体６０の滑動状態、つまり、第１の胴体５０の開閉状態を検出でき、
それによって、モータ７０の電源を供給及び遮断することができる。
【０１５６】
　一方、前述とは異なり、位置感知手段を図１２のように第２の胴体６０の上部及び下部
に設けたマグネット９２ａと、第１の胴体５０の一方の側に設けられてマグネット９２ａ
の磁性を感知する磁性感知センサ９４ａと、から構成することもできる。
【０１５７】
　このように、位置感知手段を構成すると、第２の胴体６０が滑動手段によって滑動され
てマグネット９２ａと磁性感知センサ９４ａが一致すると、磁性感知センサ９４に連結さ
れたＩＣがモータ７０の駆動を制御するようになる。
【０１５８】
　したがって、第２の胴体６０は第１の胴体５０を滑動して適確に第１の胴体５０を開閉
することができる。
【０１５９】
　上述のように、本発明の実施例４に係る携帯電話機は、モータ７０とプーリー７４とか
ら構成された滑動手段で第２の胴体６０の滑動を具現化したが、これとは異なり、図１４
に示すごとき仕組みで滑動を具現化することができる。
【０１６０】
　ここで、図面を参照して説明すると、図１４は図１１の他実施例に係る携帯電話機の一
部破断を示す正面図であり、図示のように、携帯電話機は大きく第１の胴体５０の内側に
固定されたモータ７０’と、モータ７０’に連結された動力伝達部８０’，８２’と、第
２の胴体６０に密着されて第２の胴体６０を滑動させる摩擦部材３００と、からなる。
【０１６１】
　この際、モータ７０’は、六面体状からなり、第１の胴体５０の内部に内装され、回転
軸７２’には前述のように雄型及び雌型のカム８０’，８２’からなる動力伝達部が連結
され、回転軸７２’の反対側の端部には圧縮コイルスプリングのような弾性部材８４’が
拡張された状態で設けられる。
【０１６２】
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　言うまでもなく、弾性部材８４’は一方の側がモータ７０’に固定され、他方の側は第
１の胴体５０の内側面に固定されてモータ７０’を弾性的に支持し、これによって、雄型
及び雌型のカム８０’，８２’は相互に拘束される。
【０１６３】
　一方、第２の胴体６０を滑動させる摩擦部材３００は、図に示すように、雌型カム８２
’の外周面を囲繞して取付けられたゴム材のプーリーで構成でき、図示とは異なり、雌型
カム８２’に固定される別途のゴム材ローラ（不図示）で構成することができる。
【０１６４】
　さらに、摩擦部材３００の摩擦力が向上するように表面にグルーブを形成するか微細に
突出したエンボシングを形成することができる。
【０１６５】
　言うまでもなく、摩擦部材３００は図１２で説明したプーリー７４のごとく、一部分が
第２の胴体６０の表面の一部分に密着状態をなすように構成されて第２の胴体６０を滑動
させる。
【０１６６】
　かかる摩擦部材３００は、一方の側や両側に設けられて摩擦部材３００を支持するが、
回動可能に支持する環状の軸受からなる固定部材８８によって円滑に回動される。
【０１６７】
　このように構成された他実施例に係る携帯電話機は、外部の電源によって固定子のモー
タ７０’が駆動されると、回転子の回転軸７２’が回動されて雄型及び雌型のカム８０’
，８２’を回動させ、これによって、雌型カム８２’と一体をなす摩擦部材３００も回動
される。
【０１６８】
　すると、摩擦部材３００は回動しつつ第２の胴体６０と摩擦されて第２の胴体６０を滑
動させるようになる。
【０１６９】
　この際、滑動される第２の胴体６０を自動的に制御するためには、位置感知手段を設け
るべきであり、位置感知手段は図１４に示すように、モータ７０’の回転軸７２’に設け
られた突起９２’と、かかる突起９２’と対応する第１の胴体５０の内側面に設けられた
位置感知センサ９４’と、から構成することができる。
【０１７０】
　言うまでもなく、位置感知センサ９４’を第１の胴体５０の内側面でない図面上のボッ
クス状の点線で表示された部分のモータ７０’の一方の側に設けることもできる。
【０１７１】
　かかる位置感知手段は、前述の図１２に示すように、第２の胴体６０の上部と下部に設
けられたマグネット９２ａと、マグネット９２ａに対応する第１の胴体５０に設けられた
磁性感知センサ９４ａにすることもできる。
【０１７２】
　ここで、前述のように構成される位置感知手段については、前述の図１２の説明で述べ
ているので、ここでは詳述は省くことにする。
【０１７３】
　次いで、図１４のような携帯電話機は、第２の胴体６０が滑動してもモータ７０’の一
方の側に設けられた弾性部材８４’は、摩擦部材３００が回動するように、モータ７０’
を持続的に弾性的に支持して雄型及び雌型のカム８０’，８２’の拘束状態を維持する。
【０１７４】
　ところで、弾性部材８４’は外力によって第２の胴体６０が滑動する場合には、雄型及
び雌型のカム８０’，８２’が拘束から解除されるように圧縮される。
【０１７５】
　つまり、第２の胴体６０が外力によって滑動すると、雌型カム８２’が回動するように
なり、モータ７０’の回転力より大きい外力によって弾性部材８４’は圧縮されて雄型カ
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ム８０’と雌型カム８２’の拘束を解除する。
【０１７６】
　換言すれば、外力によって雌型カム８２’は回転運動をし、雄型カム８０’は回転しな
いようにし、これによって、雄型カム８０’は雌型カム８２’のテーパーによって滑動し
て後進する。
【０１７７】
　さらに、雄型カム８０’が後進しながらモータ７０’も後進して、モータ７０’は第１
の胴体５０の内部面に沿って後進して弾性部材８４’を加圧して圧縮する。
【０１７８】
　言うまでもなく、かかる弾性部材８４’は、第２の胴体６０の自動及び手動の滑動が可
能なように、モータ７０’の回転軸７２’の駆動力より大きく、外力より小さい弾性を有
することが好ましい。
【０１７９】
　上述のように、前記実施例に係る携帯電話機は、第２の胴体６０の表面の一部分を摩擦
させて、第１の胴体５０に対して第２の胴体６０を容易に滑動させることができる。
【０１８０】
　さらに、第２の胴体６０の滑動が自動や手動ですべて可能になるようにして、ユーザー
が便利に携帯電話機を使用することができる。
【実施例５】
【０１８１】
　一方、図１５は本発明の実施例５に係るスライド型携帯電話機を示す側面図である。
【０１８２】
　さらに、図１６は、図１５に示すスイッチ、モータコントロール手段及び、モータの関
係を概略的に示す概念図であり、図１７は図１５に示すモータコントロール手段の実施例
１を示すブロック図である。
【０１８３】
　図に示すように、本発明に係る滑動型携帯電話機は、液晶画面５４と、受信用スピーカ
ー５２と、電源供給用バッテリーＢを有する第１の胴体５０と、送信用マイク６２と、キ
ーパッド６４と、第１の胴体５０に滑動可能に結合されて滑動される第２の胴体６０と、
を含む。
【０１８４】
　この際、第１の胴体５０の両側には内側に加工されたガイド溝Ｇが形成され、第２の胴
体６０の両側面の内側にはガイド溝Ｇに対応するガイドレールＧＲが形成され、ガイド溝
ＧにガイドレールＧＲが結合することによって、第２の胴体６０は第１の胴体５０に対し
て滑動可能となる。
【０１８５】
　さらに、第１の胴体５０の下端には突出したストッパー５６が設けられ、第２の胴体６
０の上端には第１の胴体５０のストッパー５６に係止されるように突成された係止片６６
が設けられ、かかるストッパー５６と係止片６６によって第２の胴体６０は、下向け滑動
時に第１の胴体５０の下部へ脱離されない。
【０１８６】
　言うまでもなく、第２の胴体６０の上向け滑動時には、第２の胴体６０の下部面６５が
第１の胴体５０の下部面５５に係止されるようになることから、第２の胴体６０は第１の
胴体５０から脱離されない。
【０１８７】
　一方、第１の胴体５０は、下端の内部にピニオンＰを有するモータＭと、モータＭに電
気的に連結されてモータＭの駆動を制御するＩＣ態様のモータコントロール手段１５０と
を有し、一方の側にはモータコントロール手段１５０と電気的に連結された突出態様のス
イッチＳＷを有する。
【０１８８】
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　さらに、第２の胴体６０はキーパッド６４の反対側の一方の側に第１の胴体５０のピニ
オンＰと噛合するラックＲが設けられ、ピニオンＰとラックＲとの噛合によって第２の胴
体６０は第１の胴体５０に対して自動的に滑動する。
【０１８９】
　つまり、第１の胴体５０のスイッチＳＷを操作してモータＭに電源を印加するとモータ
が駆動され、これによって、ピニオンＰが回転してラックＲを往復運動させ、ラックＲの
運動によって第２の胴体６０は第１の胴体５０に対して滑動する。
【０１９０】
　ここで、前述のモータコントロール手段１５０は、本発明の最大の特徴であって、モー
タコントロール手段１５０を図１７に示すように、電源制御部１０２と過負荷電流感知部
１０４とから構成でき、このようにモータコントロール手段１５０を構成すると、モータ
Ｍに過負荷電流が感知される場合、モータＭを自動的に停止させて第２の胴体６０の滑動
動作を自動的に終了させることができる。
【０１９１】
　このように構成されたモータコントロール手段１５０についてより詳述すると、モータ
コントロール手段１５０は、スイッチＳＷと電気的に連結されてスイッチＳＷのスイッチ
ングによって引き込まれる電流をモータＭに供給及び遮断する電源制御部１０２と、電源
制御部１０２と、モータＭと電気的に連結されて駆動されるモータＭの過負荷電流を感知
する過負荷電流感知部１０４と、を含む。
【０１９２】
　この際、過負荷電流感知部１０４は、モータＭで正常作動時に定格電流より高い過負荷
電流が発生すると、電源制御部１０２に過負荷電流発生信号を印加するように設計されて
いる。電源制御部１０２は、かかる過負荷電流発生信号が印加されると、モータＭに供給
される電源を遮断するように設計される。
【０１９３】
　したがって、モータＭは電源制御部１０２によって停止するために過負荷から保護され
、モータＭの停止によって第２の胴体６０は自動滑動作動を終了する。
【０１９４】
　一方、モータＭの過負荷電流は、滑動する第２の胴体６０の係止片６６やガイドレール
ＧＲが第１の胴体５０のストッパー５６やガイド溝Ｇに係止されて第２の胴体６０がそれ
以上には滑動されないときに発生する。
【０１９５】
　付け加えて説明すると、モータＭは、第２の胴体６０の滑動時に第２の胴体６０を滑動
させうるだけの定格電流が通電されて駆動されるが、前述のように、第２の胴体６０が、
第１の胴体５０のストッパー５６やガイド溝Ｇに係止されて滑動ができなくなると、モー
タＭは駆動が阻止されることによって、定格電流より高い起動電流のように過負荷電流を
発生させ、これによって、過負荷電流感知部１０４はモータＭの過負荷電流を感知するこ
とができる。
【０１９６】
　かかる実施例１に係るモータコントロール手段１５０を有する本発明に係る携帯電話機
は、電源が流れるようにスイッチＳＷを操作して電源制御部１０２をオンにし、電源制御
部１０２をオンにすることによって、電流をモータＭに供給してモータＭを駆動する。
【０１９７】
　すると、モータＭの駆動によってピニオンＰとラックＲが作動して第２の胴体６０を滑
動させ、滑動する第２の胴体６０は第１の胴体５０が開閉されるときまで、滑動するため
に、ガイドレールＧＲや係止片６６が第１の胴体５０のガイド溝Ｇ終端部分やストッパー
５６に係止すると、滑動が阻止される。
【０１９８】
　つまり、滑動していた第２の胴体６０は、第１の胴体５０のガイド溝Ｇの終端部分やス
トッパー５６に係止して滑動動作が停止する。
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【０１９９】
　かかる第２の胴体６０の滑動の停止に伴ってモータＭには過負荷電流が発生し、これに
よって、過負荷電流感知部１０４は過負荷電流を感知して電源制御部１０２に過負荷電流
感知信号を印加する。
【０２００】
　さらに、かかる過負荷電流感知信号によって電源制御部１０２をオフにしてモータＭの
電源を遮断し、モータＭは電源が遮断されることによって、停止しながら第２の胴体６０
の滑動を終了する。
【０２０１】
　したがって、モータコントロール手段１５０を図１７に示すように構成すると、モータ
Ｍの過負荷に応じてモータＭの駆動を停止させることができ、別途にスイッチを操作しな
くても第２の胴体６０の滑動を終了させることができ、第２の胴体６０の滑動動作によっ
てスイッチングされる従来のようにリミットスイッチを備えなくてもすむ。
【０２０２】
　ここで、図１８を参照して、図１７に示すように構成されたモータコントロール手段１
５０を有する本発明に係るスライド型携帯電話機の自動滑動方法について説明すると、次
のとおりである。図１８は図１７に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動
方法を示すフローチャートである。
【０２０３】
　図に示すように、本発明の実施例１に係る携帯電話機の自動滑動方法は、電流が流れる
ようにスイッチＳＷを操作して電源制御部１０２をオンにするステップＳ１と、電源制御
部１０２をオンにしてモータＭに駆動信号を印加してモータＭを駆動して第２の胴体６０
を滑動させるステップＳ２と、を含む。
【０２０４】
　さらに、第２の胴体６０が第１の胴体５０によって滑動が阻止されて発生するモータＭ
の過負荷電流を感知するステップＳ３と、モータＭで過負荷電流が感知されると電源制御
部１０２をオフにするステップＳ４と、を含む。
【０２０５】
　さらに、電源制御部１０２をオフにすることによってモータＭの駆動信号を遮断するス
テップＳ５と、モータＭの駆動信号遮断によってモータＭが停止して第２の胴体６０の滑
動動作を終了させるステップＳ６とを含む。
【０２０６】
　かかるステップＳ１～Ｓ６からなる本発明に係る携帯電話機の滑動方法は、モータＭの
過負荷電流を感知して第２の胴体６０の滑動動作を自動的に制御することができる。
【０２０７】
　一方、図１９は図１５に示すモータコントロール手段の実施例２を示すブロック図であ
り、図１９に示すように、モータコントロール手段１５０を構成すると、モータＭが決め
られた時間、駆動されるようにでき、モータＭに過負荷がかからないようにすることがで
きるために、さらに、第２の胴体６０の滑動動作を自動的に終了させることができる。
【０２０８】
　ここで、実施例２に係るモータコントロール手段１５０を詳述すると、図に示すモータ
コントロール手段１５０はスイッチＳＷと電気的に連結されてスイッチＳＷのスイッチン
グによって引き込まれる電流をモータＭに供給及び遮断する電源制御部１１２と、モータ
Ｍと、電源制御部１１２と電気的に連結されてモータＭの駆動とともに作動されるタイマ
ー部１１４と、を含む。
【０２０９】
　この際、タイマー部１１４はモータＭの駆動時間が設定されているため、モータＭの駆
動時に設定された駆動時間をカウントし、カウントが終了すると、カウント終了信号を電
源制御部１１２に印加する。
【０２１０】
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　すると、電源制御部１１２は、モータＭが過負荷から保護されるようにモータＭに供給
される電源を遮断してモータＭの駆動を停止して、モータＭの停止によって第２の胴体６
０は自動滑動動作を終了する。
【０２１１】
　一方、タイマー部１１４に設定されたモータＭの駆動時間は第２の胴体６０が滑動され
て第１の胴体５０を完全に開閉するのに要する時間であり、したがって、モータＭが駆動
される中、第２の胴体６０は滑動して第１の胴体５０を完全に開閉することができる。
【０２１２】
　このように構成されたモータコントロール手段１５０を有する本発明に係る滑動型携帯
電話機は、電源が流れるようにスイッチＳＷを操作して電源制御部１１２をオンにし、電
源制御部１１２をオンにすることによってモータＭに電流を供給してモータＭを駆動させ
る。
【０２１３】
　すると、モータＭとともにタイマー部１１４が作動し、モータＭの駆動によってピニオ
ンＰとラックＲが作動して第２の胴体６０は滑動する。
【０２１４】
　さらに、タイマー部１１４は設定されたモータＭの駆動時間をカウントして、カウント
終了信号を電源制御部１１２に印加し、カウント終了信号に応じて電源制御部１１２をオ
フにしてモータＭの電源を遮断する。
【０２１５】
　この際、モータＭは電源が遮断されることによって停止しながら第２の胴体６０の滑動
を終了させる。
【０２１６】
　したがって、モータコントロール手段１５０を図１９に示すように構成すると、モータ
Ｍを一定時間、駆動させることができるために、別途にスイッチを操作しなくても第２の
胴体６０の滑動を終了させることができ、第２の胴体６０の滑動動作によってスイッチン
グされる従来のようなリミットスイッチを備えなくてもいい。
【０２１７】
　一方、図２０は、図１９に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を
示すフローチャートであり、図に示すように、電流が流れるようにスイッチＳＷを操作し
て電源制御部１１２をオンにするステップＳ１１と、電源制御部１１２をオンにしてモー
タＭに駆動信号を印加するステップＳ１２と、モータＭの駆動と同時にモータＭの駆動時
間を設定されたタイマー部１１４に駆動信号を印加するステップＳ１３と、を含む。
【０２１８】
　この際、モータＭは駆動信号によって駆動されて第２の胴体６０を滑動させ、タイマー
部１１４はモータＭの設定された駆動時間をカウントする。
【０２１９】
　さらに、タイマー部１１４のカウントが終了すると、カウント終了信号を電源制御部１
１２に印加してカウント終了を電源制御部１１２に認知させるステップＳ１４を含む。
【０２２０】
　さらに、タイマー部１１４のカウント終了を認知すると、電源制御部１１２をオフする
ステップＳ１５と、電源制御部１１２をオフすることによって、モータＭに印加される駆
動信号を遮断するステップＳ１６と、モータＭの駆動信号遮断によってモータＭが停止し
て第２の胴体６０の滑動動作を終了させるステップＳ１７と、を含む。
【０２２１】
　かかるステップとＳ１１～Ｓ１７からなる本発明に係る滑動型携帯電話機の滑動方法は
、モータＭが一定時間、駆動されるようにして第２の胴体６０の滑動動作を自動的に制御
することができる。
【０２２２】
　一方、図２１は図１５に示すモータコントロール手段の実施例３を示すブロック図であ
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り、図２１に示すように、モータコントロール手段１５０を構成すると、モータＭが決め
られた回数の間、駆動するようにできるため、モータＭに過負荷がかからないようにでき
、さらに第２の胴体６０の滑動動作を自動的に終了させることができる。
【０２２３】
　ここで、実施例３に係るモータコントロール手段１５０を詳述すると、図に示すモータ
コントロール手段１５０は、スイッチＳＷと電気的に連結されてスイッチＳＷのスイッチ
ングによって引き込まれる電流をモータＭに供給及び遮断する電源制御部１２２と、モー
タＭと、電源制御部１２２と電気的に連結されてモータＭの駆動とともに作動されるカウ
ンター部１２４と、を含む。
【０２２４】
　この際、カウンター部１２４はモータＭの駆動回数が設定されているため、モータＭの
駆動時に設定された駆動回数をカウントし、カウントが終了すると、カウント終了信号を
電源制御部１２２に印加する。
【０２２５】
すると、電源制御部１２２はモータＭに供給される電源を遮断してモータＭの駆動を停止
させ、これによって、モータＭは過負荷から保護され、モータＭの停止によって第２の胴
体６０は自動滑動の作動を終了する。
【０２２６】
　一方、カウンター部１１４に設定されたモータＭの駆動回数は、第２の胴体６０が滑動
されて第１の胴体５０を完全に開閉できる距離に比例して設定された駆動回数であり、し
たがって、モータＭが駆動される間、第２の胴体６０は滑動して第１の胴体５０を完全に
開閉することができる。
【０２２７】
　このように構成されたモータコントロール手段１５０を有する本発明に係る滑動型携帯
電話機は、電源が流れるようにスイッチＳＷを操作して電源制御部１２２をオンにして、
電源制御部１２２をオンにすることによって、モータＭに電流を供給してモータＭを駆動
する。
【０２２８】
　すると、モータＭとともにカウンター部１２４が作動して、モータＭの駆動によってピ
ニオンＰとラックＲが作動して第２の胴体６０は滑動する。
【０２２９】
　さらに、カウンター部１２４は設定されたモータＭの駆動回数をカウントして、カウン
ト終了信号を電源制御部１２２に印加し、カウント終了信号に応じて電源制御部１２２は
オフされてモータＭの電源を遮断する。
【０２３０】
　この際、モータＭは電源が遮断されることによって停止しながら第２の胴体６０の滑動
を終了する。
【０２３１】
　したがって、モータコントロール手段１５０を図２１に示すように構成すると、モータ
Ｍが一定回数だけ駆動できるために、別途にスイッチを操作しなくても、第２の胴体６０
の滑動を終了させることができ、第２の胴体６０の滑動動作によってスイッチングされる
従来のようにリミットスイッチを備えなくてもいい。
【０２３２】
　一方、図２２は図２１に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を示
すフローチャートであり、図に示すように、電流が流れるようにスイッチＳＷを操作して
電源制御部１２２をオンにするステップＳ２１と、電源制御部１２２をオンにしてモータ
Ｍに駆動信号を印加するステップＳ２２と、モータＭの駆動と同時にモータＭの駆動回数
を設定したカウンター部１２４に駆動信号を印加するステップＳ２３と、を含む。
【０２３３】
　この際、モータＭは駆動信号によって駆動されて第２の胴体６０を滑動させ、カウンタ
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ー部１２４はモータＭに設定された駆動回数をカウントする。さらに、カウンター部１２
４のカウントが終了すると、カウント終了信号を電源制御部１２２に印加してカウント終
了を電源制御部１２２に認知させるステップＳ２４を含む。
【０２３４】
　さらに、カウンター部１２４のカウント終了を認知すると、電源制御部１２２をオフに
するステップＳ２５と、電源制御部１２２をオフにすることによって、モータＭに印加さ
れる駆動信号を遮断するステップＳ２６と、モータＭの駆動信号遮断によってモータＭが
停止されて第２の胴体６０の滑動動作を終了させるステップＳ２７と、を含む。
【０２３５】
　かかるステップＳ２１～Ｓ２７からなる本発明に係る携帯電話機の滑動方法は、モータ
Ｍが一定回数だけ駆動されるようにして第２の胴体６０の滑動動作を自動的に制御するこ
とができる。
【０２３６】
　一方、図２３は図１５に示すモータコントロール手段の実施例４を示すブロック図であ
り、図に示すように、モータコントロール手段１５０を構成すると、スイッチＳＷの代わ
りに第２の胴体６０をスイッチＳＷとして使用することができ、モータＭによって滑動さ
れる第２の胴体６０の滑動動作を自動的に終了することができる。
【０２３７】
　ここで、実施例４に係るモータコントロール手段１５０について詳述すると、図に示す
モータコントロール手段１５０はモータＭと電気的に連結されてモータＭの逆起電力を感
知する逆起電力感知部１３２と、逆起電力感知部１３２と、モータＭと電気的に連結され
て電流をモータＭに供給及び遮断する電源制御部１３４と、を含む。
【０２３８】
　さらに、電源制御部１３４及び、モータＭに連結されて駆動されるモータＭの過負荷電
流を感知して、電源制御部１３４にモータＭの過負荷電流感知信号を印加する過負荷電流
感知部１３６を含む。
【０２３９】
　ここで、逆起電力感知部１３２は、モータＭから逆起電力が感知されると、逆起電力感
知信号を電源制御部１３４に印加するように設計され、過負荷電流感知部１３６はモータ
Ｍの過負荷が感知されると、電源制御部１３４に印加するように設計される。
【０２４０】
　さらに、電源制御部１３４は逆起電力感知信号が印加されると、モータＭに電流を供給
し、過負荷電流感知信号が印加されると、モータＭに供給される電流を遮断するように設
計される。
【０２４１】
　したがって、電源制御部１３４は過負荷電流感知信号が印加されると、モータＭに供給
される電源を遮断し、これによって、モータＭは停止して過負荷から保護されるとともに
、第２の胴体６０の滑動作動を自動的に終了する。
【０２４２】
　一方、電源制御部１３４がスイッチＳＷに電気的に連結されるようにして、スイッチＳ
Ｗのオン/オフ操作に応じてモータＭに電流を供給及び遮断するようにできる。
【０２４３】
　このように構成されたモータコントロール手段１５０を有する本発明に係る滑動型携帯
電話機は、ユーザーが手動操作で第２の胴体６０を滑動する場合、第２の胴体６０の滑動
によるラックＲとピニオンＰの作動によってモータＭには逆起電力が発生する。
【０２４４】
　すると、モータＭから発生された逆起電力は逆起電力感知部１３２で感知され、逆起電
力感知部１３２は逆起電力感知信号を電源制御部１３４に印加する。
【０２４５】
　次に、電源制御部１３４をオンにしてモータＭに駆動電流を供給し、これによって、モ
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ータＭは駆動しつつピニオンＰとラックＲを作動させて第２の胴体６０を自動的に滑動す
る。
【０２４６】
　さらに、第２の胴体６０は滑動して第１の胴体５０を完全に開閉するようになると、ガ
イドレールＲや係止片６６が第１の胴体５０のガイド溝Ｇ終端部分やストッパー５６に係
止されるようになり、滑動を阻止する。
【０２４７】
　つまり、滑動されていた第２の胴体６０は、第１の胴体５０のガイド溝Ｇの終端部分や
ストッパー５６に係止して、滑動動作が停止する。
【０２４８】
　この際、第２の胴体６０の滑動の停止によってモータＭには、正常駆動時に定格電流よ
り大きい過負荷電流が発生し、過負荷電流感知部１３６はモータＭの過負荷電流を感知し
て過負荷電流感知信号を電源制御部１３４に印加する。
【０２４９】
　すると、電源制御部１３４はモータＭに供給される電流を遮断してモータＭを停止させ
、モータＭが停止することによって第２の胴体６０は滑動作動を終了するようになる。
【０２５０】
　したがって、モータコントロール手段１５０を図２３に示すように構成すると、第２の
胴体６０をスイッチＳＷで使用することができ、別途のスイッチＳＷの操作をしなくても
、第２の胴体６０の滑動動作を終了させることができる。
【０２５１】
　一方、図２４は図２３に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を示
すフローチャートであり、図に示すように、ユーザーの手動動作つまり、外力によって第
２の胴体６０が滑動してモータＭを手動で回動させるステップＳ３１と、モータＭが手動
で回動されつつ発生せしめる逆起電力を逆起電力感知部１３６から感知するステップＳ３
２と、を含む。
【０２５２】
　さらに、逆起電力感知部１３６が逆起電力感知信号を電源制御部１３４に印加して、電
源制御部１３４をオンにするステップＳ３３と、電源制御部１３４をオンにしてモータＭ
に駆動信号を印加してモータＭを駆動させて第２の胴体６０が滑動するようにするステッ
プＳ３４と、を含む。
【０２５３】
　さらに、第２の胴体６０が第１の胴体５０によって滑動が阻止されて発生するモータＭ
の過負荷電流を感知するステップＳ３５と、モータＭから過負荷電流が感知されると、電
源制御部１３４をオフにするステップＳ３６と、を含む。
【０２５４】
　さらに、電源制御部１３４がオフにされることによってモータＭの駆動信号を遮断する
ステップＳ３７と、モータＭの駆動信号遮断によってモータＭが停止して第２の胴体６０
の滑動動作を終了するステップＳ３８と、を含む。
【０２５５】
　かかるステップＳ３１～Ｓ３８からなる本発明に係る滑動型携帯電話機の滑動方法は、
外力によって手動で滑動される第２の胴体６０によって発生するモータＭの逆起電力を感
知して、第２の胴体６０の自動滑動を具現化することができ、モータＭの過負荷電流を感
知して第２の胴体６０の滑動動作を自動的に終了させることができる。
【０２５６】
　前記実施例は本発明の好ましい実施例を説明したものであり、本発明の適用範囲は、か
かる事柄に限定されるのではなく、同一思想の範囲内で適切に変更が可能となる。
【０２５７】
　したがって、本発明の実施例に示す各構成要素の形状及び、仕組みは変形して実施する
ことができ、かかる形状及び仕組みの変形は、添付された本発明の特許請求の範囲に属す
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ることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２５８】
　本発明のスライド型携帯電話機及び、該携帯電話機の滑動方法は、携帯電話機の利便性
を向上させて、携帯電話機産業に有益に供することができる。 
【図面の簡単な説明】
【０２５９】
【図１】一般的なホルダ型携帯電話機を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施例１に係るスライド型携帯電話機を示す斜視図である。
【図３】図２に示す携帯電話機の分解斜視図である。
【図４】図２に示す携帯電話機の一部を破断して示す側面図である。
【図５】図２に示す携帯電話機の一部を破断して示す正面図である。
【図６ａ】図５に示す携帯電話機の要部を示す分解斜視図である。
【図６ｂ】図６ａに示す雌型カムの他実施例を示す正面図である。
【図７】図５に示す携帯電話機の手動滑動動作時に要部の作動状態を示す一部破断正面図
である。
【図８】本発明の実施例２に係る携帯電話機を一部を破断して示す正面図である。
【図９】図８に示す携帯電話機の一部を破断して示す側面図である。
【図１０】本発明の実施例３に係る携帯電話機を一部を破断して示す正面図である。
【図１１】本発明の実施例４に係る携帯電話機を部分破断した正面図である。
【図１２】本発明の実施例４に係る携帯電話機を部分破断した側面図である。
【図１３】図１１に示す携帯電話機の要部を分解して示す分解斜視図である。
【図１４】図１１の他実施例に係る携帯電話機の一部を破断して示す正面図である。
【図１５】本発明の実施例５に係るスライド型携帯電話機を示す側面図である。
【図１６】図１５に示すスイッチとモータコントロール手段とモータとの関係を概略に示
す概念図である。
【図１７】図１５に示すモータコントロール手段の実施例１を示すブロック図である。
【図１８】図１７に示すモータコントロール手段に従う第２の胴体の滑動方法を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】図１５に示すモータコントロール手段の実施例２を示すブロック図である。
【図２０】図１９に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を示すフロ
ーチャートである。
【図２１】図１５に示すモータコントロール手段の実施例３を示すブロック図である。
【図２２】図２１に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を示すフロ
ーチャートである。
【図２３】図１５に示すモータコントロール手段の実施例４を示すブロック図である。
【図２４】図２３に示すモータコントロール手段による第２の胴体の滑動方法を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０２６０】
５０　第１の胴体
６０　第２の胴体
１１０　動力伝達部
１１２　雄型カム
１１４　雌型カム
１２２　弾性部材
Ｍ　モータ
Ｐ　ピニオン
Ｒ　ラック
１５０　モータコントロール手段
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１０２、１１２、１２２、１３４　電源制御部
１０４、１３６　過負荷電流感知部
１１４　タイマー部
１２４　カウンター部
１３２　逆起電力感知部

【図１】 【図２】
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